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最近の新聞報道などで，「特許プー

ル」という言葉をよく見かけるよう

になりました．この特許プールとは，

どういうものなのでしょうか．標準

と特許，特許プールとの関係を整理

したうえで，この特許プールの長所，

注意点やその実際について説明します．

特許は，技術者の成した発明を広く
一般に公開する代償として，ある一定
期間その発明を独占的に実施すること
ができるという権利です．したがって，
本来，広く技術を使ってもらおうとい
う標準化とは全く相反する概念です．
実は，この相反する概念をうまくマッ
チさせたのがパテントプールという仕組
みなのです．
まずは，標準と特許の関係について

整理しましょう．例えば，DVD（Dig-
ital Video Disk）のような録画再生
機器を使用するケースを想定してみて
ください．
映像をデジタル符号化して録画する

ときの，映像符号化技術が，録画再
生機器のメーカごとにバラバラだった
とします．自分が録画した自慢のDVD
映像を友人に見てもらおうと思っても，
その友人が自分と同じ機器を持ってい
ないと，その映像を再生することがで
きません．これでは大変不便です．機
器の普及どころではありません．そこ
で，録画再生機器メーカは，映像符号
技術については，各社が共通して使用
できる標準規格を制定し，どのメーカ
も同じ標準規格を使うことによって，録

画再生機器の普及が図られてきました．
ところが，ここで新たな問題が発生

しました．各社が保有している特許の
問題です．各社で共通して使用するた
めの標準規格ですから，それぞれの会
社が，その標準規格に必須となる自社
技術を特許として独占し，他社の使用
を禁止することはありません．
しかし，必須特許を持っている各社

が，それぞれに特許料を設定してしま
うと，特許１つひとつの特許料は小さ
くても，多くの必須特許があれば非常
な高額になってしまいます．これが機
器価格の高騰化を招き，結果として機
器の普及が妨げられてしまいます．
そこで，特許件数にかかわらず，特許
のライセンス料を低額に抑え，機器価
格の高騰化を防ぐためにパテントプー
ルという仕組みがつくられました．す
なわち，標準規格に必須な特許を一堂
に集め，その標準規格を使用する機器
メーカに対して，それらの特許を一括
して低額でライセンスすることにより，
機器価格を抑え，機器の普及を図ろ
うというものです．
特許を保有している企業どうしが，

市場を独占するために特許権を主張
し，相互にけん制し合うのではなく，
譲歩し互いに特許を使い合うことで，
共存共栄を図ること，これがパテント
プールの思想です．

特許プールでは，図のように，まず
特許プール代理人会社を設立します．
複数の権利者が所有する複数の必須特

許は，プールに水を溜めるように，ま
ずはこの代理人会社が取りまとめます．
標準規格の使用者は，その代理人会
社から一括して特許許諾が受けられま
す．なお，標準規格の使用者が支払っ
た特許料は，特許プール代理人会社で
集計され，各権利者に特許件数に応
じて支払われます．
■特許プールの長所

(1) 特許許諾交渉の効率化
特許プールを通じての特許許諾交渉

は，その特許プールの運用を行ってい
る代理人会社との交渉のみですみます．
つまり，個々の特許権利者と個別に交
渉する手間を省くことができます．
(2) 累積的特許料の回避
前述したように，特許プールでは，

特許料の高騰化は起こりません．
■特許プールの注意点

特許プールは，標準規格を使用する
者にとって良いことばかりのようです
が，注意しなければならない点もあり
ます．いくつかの特許プールでは，特
許プールから特許許諾を受ける者が，
その標準に必須な特許を持っていた場
合には，その特許を，特許プールに参
加している特許権利者に，必ず許諾し
なければならないという義務を課して
いる場合があります．このような義務
のことを，「許諾し返す」という意味
で「グラントバック義務」といいます．
このグラントバック義務の対象にな

る特許が，例えば，他社に許諾したく
ない特許である場合には，特許プール
からの特許許諾を断念しなければなり
ません．この義務が，許諾を受ける一
社のみならず，その会社の属するグルー
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プ会社全体に及んでいる場合もありま
す．すなわち，許諾を受ける会社の子
会社はもちろんのこと，親会社や，同
じ親会社の支配下にある兄弟会社にま
で，このグラントバック義務が及んで
いる場合です．
グラントバック義務の対象にされた

くない特許を，わざわざ同じグループ
内の他社に移転し，この義務から免れ
ようとすることを阻止するのが目的と
いわれています．この場合，特許プー
ルからの特許一括許諾を受ける前に，
グループ内で，グラントバック義務へ
の対応方針を確認，もしくは定めてお
く必要があります．

特許プールの仕組みが具体的に運用
されたのは，ISO（Interna t iona l
Standardization Organization：
国際標準化機構）の映像符号化に関
する標準に関するものとして，1997年
に発足したMPEG-2（Moving Pic-
ture Experts Group-2）特許プール
が最初です(1)．DVDなどの製造メーカ
に対して，特許一括許諾を行ってい
ます．
その後， 1 9 9 8 年 には， I T U

（International Telecommunication
Union：国際電気通信連合）の音声

符号化標準G.729特許プールが発足し
ました．多くのIP電話メーカが特許一
括許諾を受けています．
現在では，第三世代携帯電話の国

際標準WCDMA（Wideband Code
Division Multiple Access）などの，
映像や音声符号化以外の多くの分野
において，たくさんの特許プールが設
立，運用されています．
特に以下の状況である場合には，特

許プールという仕組みがうまく機能し
ています．
① 数社以上の必須特許権利者が
存在していること
② 標準を実施する機器が，世界
中のいたるところで，数万台以上
の規模で使用されるものであること

標準と特許，それぞれの本来の存在
意義は正反対ですが，特許プールとい
う仕組みを通じて，標準としての技術
の普及と，特許権を行使しての特許料
の回収という効果とがうまく機能して
います．確かに，どんな標準に対して
も，特許プールが最適に機能すること
はありませんが，標準化の対象技術が
広範囲になり，かつ，より多くの特許
が必須特許として包含されようとする
傾向にある中，特許プールという仕組
みは，今後ますます重要性を帯びてく
るものと思われます．
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図　特許プールを通じた特許許諾の仕組み 
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